資料２
令和８年度県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座に係る業務及び県内企業インターンシップ等促進事業に係る業務

業務仕様書
令和８年２月
岩手県
令和８年度県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座に係る業務及び県内企業インターンシップ等促進事業に係る業務仕様書【共通事項】
１　趣旨
　この仕様書は、岩手県（以下「県」という。）が実施する「令和８年度県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座に係る業務及び県内企業インターンシップ等促進事業に係る業務」（以下「本業務」という。）について、契約事業者（以下「受託者」という。）に要求する業務の仕様等について具体的な内容を示すものである。

２　委託期間

　令和８年４月１日（水）から令和９年３月５日（金）まで
３　本業務の内容
　本業務の内容は次のとおりとし、項目ごとの詳細は別紙のとおりとする。
1  県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座に係る業務【別紙
１】
県内企業に勤める社員をゲストとして、県内高等教育機関で実施するキャリア形成などの各種講義の中で、学生が魅力と感じる県内企業の取組について紹介などをしてもらうこと。
⑵　県内企業インターンシップ等促進事業に係る業務【別紙２】
県内企業がインターンシップ生を受け入れる際に必要なノウハウの提供やプログラム内容の充実を目的としたセミナーを実施すること。
また、就職活動やインターンシップの状況及び県内企業に関する動画を作成し、大学生等の保護者に向けて情報提供を行うこと。
４　就職支援機関との連携
本事業の参加者に対して、県及びその他の機関（以下「就職支援機関」という。）が実施する就職支援施策を紹介する等、就職支援機関と積極的な連携を図ること。
５　数値目標

上記３に示す業務ごとに定める。
６　契約に関する条件等
1  再委託等の制限
ア　受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
イ　受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対して文書で報告しなければならない。
2  業務履行に係る関係人に関する措置要求
ア　県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
イ　県は、受託者から委託を受けた者で本業務の履行に著しく不適当と認められる者があるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
ウ　受託者は、上記ア、イによる請求があったときには、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に県に書面で通知しなければならない。
3  権利の帰属等
本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権に関しては、原則として委託料の支払いが完了したときをもって受託者から県に移転することとするが、その詳細については、県及び受託者間の協議のうえ定める。
4  機密の保持
受託者は、本業務を通じて知りえた情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。
5  個人情報の保護
受託者は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
6  その他
ア　本業務の実施に際して、仕様書に記載のない事項については、県と協議し、双方共通の認識のもとで実施すること。また、本仕様書に関して疑義が生じた場合は、県と受託者が協議の上、決定すること。委託内容は、採択された企画提案の内容を基本とするが、県の都合により変更、修正を求める場合があること。
イ　本業務は、「地域未来交付金（地域未来推進型）」を活用して実施することから、会計検査院による実施検査の対象となるため、上記３に記載する各業務について、事業実績及び経費を明確にし、業務毎での経理を行うとともに「地域未来交付金（地域未来推進型）交付要綱」等に留意して実施すること。
７　実績報告

委託業務を完了したときは、直ちに、業務の実績・成果を取りまとめた実績報告書及び完了届を提出し、県の検査を受けること。

８　成果物

契約満了に伴う本業務に係る成果物は、県の帰属とする。また、県と協議の上、上記３の業務ごとに成果物及びその他県が指示するものを作成すること。

⑴　成果物の形式、数量

・　紙媒体　　正副１部

・　電子媒体　１部
⑵　成果物の内容
上記３の業務ごとに、別紙１、２のとおりとする。
別　記
個人情報取扱特記事項
　（基本的事項）
第１　乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行（以下単に「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。
　（秘密の保持）
第２　乙は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
　（個人情報管理責任者等）
第３　乙は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
２　乙は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
３　個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
４　業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
　（作業場所の特定）
第４　乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじめ甲に報告しなければならない。
２　乙は、作業場所を変更する場合は、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
　（個人情報の持出しの禁止）
第５　乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
　（保有の制限）
第６　乙は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令（条例を含む。）の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。
　（個人情報の目的外利用及び提供の禁止）
第７　乙は、甲の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために利用し、又は甲の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。
　（漏えい、毀損及び滅失の防止等）
第８　乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
　（教育の実施）
第９　乙は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
　(１)　在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。
　(２)　特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項
　（資料の返還等）
第10　乙は、業務を処理するために、乙自ら取得し、又は作成した個人情報が記録された資料は、使用する必要がなくなった場合は、直ちに速やかに、かつ、確実に廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
　 （複写又は複製の禁止）
第11　乙は、業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等について、甲の書面による承諾なしに複写又は複製をしてはならない。
　 （個人情報の運搬）
第12　乙は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
　 （再委託の承諾）
第13　乙は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、甲が書面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務を更に委託する場合も同様とする。
２　乙は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。
３　前項の場合において、乙は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
４　乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法について具体的に定めなければならない。
５　乙は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
　（実地調査）
第14　甲は、乙が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。
　 （指示、報告等）
第 15　甲は、乙が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
　 （事故発生時の対応）
第16　乙は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
２　甲は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
　（仮名加工情報の安全管理措置）
第17　第１から第５まで及び第７から第16までの規定は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第73条第１項に規定する仮名加工情報を取り扱う事務又は事業の委託について準用する。
　 （仮名加工情報の識別行為の禁止）
第18　乙は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。）を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
（仮名加工情報の本人への連絡等の禁止）
第19　乙は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、本人に対して、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
　 （行政機関等匿名加工情報の識別行為の禁止）
第20　乙は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
　 （匿名加工情報の識別行為の禁止）
第21　乙は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
様式（別記「個人情報取扱特記事項」第３関係）
個人情報管理責任者等通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　岩手県知事（公所長）　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　
　令和　年　月　日付けで委託契約を締結した令和８年度県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座に係る業務及び県内企業インターンシップ等促進事業に係る業務委託契約について、委託契約書第23条の規定により、個人情報管理責任者等を下記のとおり定めたので通知します。
記
	業務名
	

	委託場所
	


	
	氏　　　　　　　　名

	個人情報管理責任者
	

	業務従事者
	


【別紙１】県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座に係る業務仕様書
１　趣旨
県内学生の県内就職を促進するため、県内高等教育機関の就職活動前の学生と県内企業の交流機会を増やすことにより、県内学生の県内企業に対する関心や理解を高めるもの。
県内高等教育機関で実施する各種講義と連携し、若者の賃金や収入の向上対策及び働き方改革等に取り組んでいる県内企業の紹介や、県内企業の若手社員から、企業の魅力等を学生に伝えてもらう等の方法により、学生等に対し県内企業を知る機会を提供する。
２　業務内容
(1) 業務内容
県内企業に勤める社員をゲストとして、県内高等教育機関で実施するキャリア形成などの各種講義の中で、学生が魅力と感じる県内企業の取組について紹介などをしてもらうこと。
ア　対象とする学生
　県内高等教育機関の就職活動が本格化する前の学年（４年制大学であれば１・２年生（１年生は後期、２年生は前期での実施を基本とする。）、２～３年制の学校であれば１年生）を主な対象とする。ただし、他の学年が参加することを妨げない。なお、選定にあたって、県内高等教育機関は特定の教育機関での開催に偏らないよう、事前に県と協議の上、決定すること。
イ　紹介する企業
　岩手県内に事業所を有し、給与面や福利厚生、柔軟な働き方や仕事とプライベートとの両立など、学生にとって魅力を感じるような取組を行っている企業。なお、地域間・業種間での偏りが無いよう、バランスを考えながら選定すること。
ウ　実施回数及び参加予定目標企業数、参加予定目標学生数
（ｱ）実施回数
８回以上
（ｲ）参加予定目標企業数
24社以上（１回あたり３社程度×８回）
（ｳ）参加予定目標学生数
400人以上（１回あたり50人程度×８回）
エ　開催方法
原則対面形式で司会進行役を１名配置の上実施すること。
※　県は、受託者と協議したうえで、開催方法を変更することができる。
オ　開催内容
（ｱ）　学生が本格的な就職活動を始める際に県内企業の視野を広げられるよう、下記内容などを盛り込んだ自社企業のPRを行うこと。
a　　企業の福利厚生（いわて女性活躍認定企業、くるみん認定企業、ユースエール認定企業等、国や県の働き方改革関連制度の認定・認証の紹介、企業の働き方改革に向けた具体的な取組、資格取得に向けた活動など）や社会貢献等の紹介。
b　　ジェンダーギャップの解消に向けアンコンシャス・バイアスの気づきを促す取組（専攻する学問と業種の関連が薄いと思いこむ学生へのアプローチ、他分野を学んできた人材の活躍の紹介など）の紹介。
（ｲ）　将来的に、就職活動の際に本業務で紹介のあった企業についてさらに関心を持ってもらうため、企業でインターンシップ、オープン・カンパニーなどを行っている場合はその案内をすること。
(2) その他の業務の範囲
高等教育機関との事前調整、企業の選定、企業との事前調整、当日資料作成、当日運営、アンケートの実施、参加人数の報告、アンケート結果の分析及び県への事業実施の報告を行うこと。
(3) アンケート調査
ア　講座実施前と終了後に、参加者に対するアンケート調査を実施し、その結果を集計・分析して報告すること。
イ　設問項目は事前に県と協議すること。なお、県内出身・県外出身ごとの岩手で働くことについて
の意識の変化等、講座を行う前後での学生の意識の変化が分かる内容とするため、「講座を受けたことによる岩手で働くことについての意識の変化の有無」という項目を必須とすること。
３　成果物
業務報告書として、紙媒体２部及び電子ファイルを提出すること。
※　電子ファイルは、Portable Document Format®形式で提出すること。
なお、県は、受託者と協議した上で、Portable Document Format®形式以外での提出を求めることができる。
(1) 参加企業名簿
(2) 参加者数（大学名・学年・性別・出身が分かる参加者名簿を含むもの。なお、個人名は含めない）
(3) 事前・事後のアンケート結果及び分析結果

【別紙２】県内企業インターンシップ等促進事業に係る業務仕様書
１　趣旨
県内企業に対してインターンシップ実施に係るノウハウや新卒採用に係る動向等を周知するとともに、大学生の保護者等に対してインターンシップ参加のメリットや県内企業の魅力などを周知することで、大学生等のインターンシップ参加を促進し、県内就職につなげる。
２　業務内容
本業務を実施するにあたっては、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方（文部科学省、厚生労働省及び経済産業省合意）」の内容を熟知すること。
	【定義】
上記考え方は、実施期間等の一定条件を満たしたタイプ３（汎用的能力・専門活用型インターンシップ）、タイプ４（高度専門型インターンシップ（試行））をインターンシップと定義している。
本業務仕様書では、上記のタイプ３～４に、１day仕事体験などの就労体験も含めて「インターンシップ等」とする。


　(1) 業務項目
　　ア　企業向けインターンシップセミナー
　　イ　保護者向けインターンシップセミナー
(2)　業務内容
　ア　企業向けインターンシップセミナー
県内企業がインターンシップ生を受け入れる際に必要なノウハウの提供やプログラム内容の充実を目的としたセミナーを実施すること。
　　　①　対象者
　　　　　岩手県内に事務所を有する企業
　　　②　開催方法
　　　　　下記の(ⅰ)（ⅱ）両方の条件を満たすように開催すること。
　　　　(ⅰ)　対面形式
(ⅱ)　オンデマンド形式
　　　　　※　県は、受託者と協議したうえで、開催方法を変更することができる。
　　　　　※　オンデマンド形式については、サービス期間は可能な限り長い期間（令和９年２月12日（金）までを想定）とし、参加人数を把握できる方法で実施すること。
　　　　　　　なお、より多くの企業がセミナーに参加するよう、１ヶ月毎に広報を行うこと。
　　　③　実施回数及び参加予定目標人数
　　　　　実施回数：４回
参加予定目標人数：各回30名×４回＝120名以上
　　　④　開催内容
・　セミナーは、「インターンシップ等の必要性の理解」、「インターンシップ等プログラムの内容充実のための手法」、「インターンシップ生が抱くアンコンシャス・バイアスの解消」、「次年度インターンシップ等実施に向けた心構え」及び「補助金活用事例紹介」などインターンシップ等の質の向上につながる内容とすること。
　　　　・　インターンシップ等や新卒採用に係る動向等を周知すること。
また、可能な限り、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方（三省合意）」や2026年新卒採用に係る情報も周知すること。
・　事業趣旨を達成するため、他社の受入状況を把握するための参加者同士によるワークショップや、就職活動を行った大学生等の声を聞く場を設けるなど、工夫を行うこと。
　　また、参加者（参加企業）の理解促進や今後のインターンシップ等実施における質の向上につながるよう、自社のインターンシップ等実施状況を見据えたグループ分け（場合によっては開催日を分ける）をするなど、工夫を行うこと。
・　講師は、セミナーの目的を達成するために必要な知見・能力・経験を有するものとすること。
・　１回のセミナー開催で、大きく質の向上を図ることは困難であると思われることから、次年度以降のセミナー内容につながる内容とすること。
・　セミナーの開催に併せて、県が実施するインターンシップ支援事業費補助金を周知するとともに、補助金を活用した企業による事例発表を取り入れるなど開催内容を工夫すること。
※　県は、上記のすべての事項について受託者と協議したうえで、開催内容を変更するこ　とができる。
⑤　アンケート調査
・　セミナー終了後、参加者に対するアンケート調査を実施し、その結果を集計・分析して報告すること。
・　後日、参加者に対して、インターンシップ等実施にあたって工夫した点などを把握するため、追跡調査を行い、その結果を集計・分析して報告すること。
　　　⑥　フォローアップ
セミナーで理解した内容を活かし、自社のインターンシップ等実施内容を少しでも変えていこうと考えている参加者（希望者）に対し、後日、可能な限りインターンシップ等実施に当たってのフォローアップ（グループ支援又は個別支援）を行うこと。（想定：５社以上）
　　　⑦　フィードバックツールの提供
　　　　　インターンシップ等に係る学生の満足度向上と採用試験への応募意欲促進に繋げるため、インターンシップ等のフィードバックツール（例：インターンシップ等振り返りシート）を、セミナーの参加企業に対して提供すること。
　　　　　また、インターンシッププログラムのブラッシュアップに繋げるため、インターンシップに参加した学生からの評価をヒアリングする「学生用フィードバックシート」を、セミナーの参加企業に対して提供すること。
　
　　イ　保護者向けインターンシップセミナー
就職活動やインターンシップの状況及び県内企業に関する動画を作成し、大学生等の保護者に向けて情報提供を行うこと。
　　　①　対象者
　　　　　大学生等の保護者
　　　②　動画の内容
　　　　・　インターンシップ等や新卒採用に係る動向等を周知すること。
また、可能な限り、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方（三省合意）」や2026年新卒採用に係る情報も周知すること。
　　　　・　１本の動画につき、県内企業の情報をあわせて提供すること。
※動画で紹介する企業：「いわて働き方改革AWARD」受賞企業や国・県の認定制度を受けている企業を想定。
　　　　・　１(1)の趣旨を達成するため、就活事情と傾向、就職活動における子（大学生等）の関わり方、就職活動やインターンシップに活用できる各種支援制度、県内就職した若手社員の声など、県内企業へのインターンシップ等の参加を促すように工夫を行うこと。
　　　　・　１本あたり15分を目安とする。
　　　③　動画の作成本数
　　　　　５本以上作成すること。
　　　④　視聴者の目標人数
　　　　　150人以上（１本あたり30人以上×５本）
　　　⑤　広報
　　　　　　　動画については、自社の広報ツールを活用するほか、大学等が行う保護者会等の機会を活用して広報を行うこと。
⑥　アンケート調査
・　動画を視聴した保護者に対するアンケート調査を実施し、その結果を集計・分析して報告すること。
・　後日、視聴者に対して、子（大学生等）との話し合いの場を設けたか、インターンシップ等に参加したかなどを把握するため、追跡調査を行い、その結果を集計・分析して報告すること。
　(3)　本事業の運営・管理について
　　　　セミナー開催に係る広報、参加（視聴）希望者の受付・取りまとめ、講師等の調整、会場の手配、資料の調製、当日の運営等の一切の事務を行うこと。
     　ただし、開催内容をはじめとして、周知するためのチラシ等の広報物や当日配布する資料の内容等については、事前に県と協議し、承認を得ること。その際、県からの変更等の意思表示があった場合は追加・修正等を行うこと。
　(4) その他
　　　本業務の実施に際して、仕様書に記載のない事項については、県と受託者が協議し、双方共通認識のもとで実施すること。
また、仕様書に関し疑義が生じた場合は、県と受託者が協議すること。
３　成果物
　業務報告書として、紙媒体２部及び電子ファイルを提出すること。
※　電子ファイルは、Portable Document Format®形式で提出すること。
なお、県は、受託者と協議した上で、Portable Document Format®形式以外での提出を求めることができる。
　(1)　実施内容
　(2)　参加者・視聴者数（参加者・視聴者名簿を含む）
　(3)　アンケート調査結果
　(4)　次年度以降の開催にあたっての改善点の提示　など
